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○議長（茅沼隆文） 

続いて、日程第５ 認定第５号 決算認定について（給食事業特別会計）の細部説

明を担当課長に求めます。 

教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

では、読み上げさせていただきます。 

認定第５号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度開成町給食事業特別会計

歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

平成２７年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

それでは、本誌の２４７ページをお開きください。 

給食事業特別会計歳入歳出決算総額。 

歳入、歳入予算現額９，１５７万５，０００円、歳入決算額８，８１８万２，５５

９円。歳出、歳出予算現額９，１５７万５，０００円、歳出決算額８，７９４万６，

１３４円。歳入歳出差引額２３万６，４２５円、うち基金繰入額０円です。 

１ページ、おめくりください。２４８ページ、２４９ページになります。 

まず、歳入でございますけれども、１款諸収入から２款繰越金でございます。歳入

合計といたしまして、予算現額９，１５７万５，０００円、調定額８，８１８万２，

５５９円、収入済額８，８１８万２，５５９円、不納欠損額０、収入未済額０、予算

現額と収入済額との比較、３３９万２，４４１円のマイナスとなってございます。 

続きまして、もう１ページおめくりください。歳出になります。こちらにつきまし

ては、１款給食事業費から２款予備費となってございます。歳出合計といたしまして、

予算現額９，１５７万５，０００円、支出済額８，７９４万６，１３４円、翌年度繰

越額０、不用額３６２万８，８６６円、予算現額と支出済額との比較３６２万８，８

６６円となってございます。こちらの今、申しました予算現額との差なのですけれど

も、収入にもおけますが、当初の見込みの生徒数等を多く見込んでいたものでござい

まして、そちらの関係で、こちらの比較が大きな数字となっているところでございま

す。歳入歳出差引額が２３万６，４２５円となってございます。 

続きまして、本誌の３４８ページをご覧ください。こちらのほうで説明させていた

だきます。 

２５年度と２６年度を比べまして、歳入で４．３％伸びてございます。歳出につき

ましては、５．３％の増となってございます。 

学校別給食費と年間の給食実施回数のところでございますけれども、こちらにつき

ましては、小学校が１８６回、中学校のほうが１７４回、幼稚園が１４６回となって

ございます。給食費につきましては、平成２６年４月より値上げをしてございます。

小学校が子どもと先生方については４，１００円、中学校についても生徒と先生方は

４，６００円、幼稚園につきましては園児が２，９００円、先生方が３，１００円と

なってございます。１食当たりの単価につきましては、隣にありますとおり、小学校
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が子ども・大人２５０円、中学校が子ども・大人２９０円、幼稚園につきましては子

どもが２２０円、大人が２４０円という形となってございます。 

続きまして、生徒数でございますけれども、下に記載がございますが、開成小学校

が５０７名、開成南小学校が５９４名、中学校が５０８名、幼稚園が１７９名という

ことで、合計１，７８８名となってございます。 

続きまして、事業別明細書のほうで説明をさせていただきます。こちらは、８２、

８３ページとなってございます。 

まず、給食事業の歳入でございますけれども、こちらにつきましては諸収入の部分

でございまして、現年度、開成小学校、開成南小学校については、児童、教職員、非

常勤、あと試食の部分の収納を行ってございます。中学校、幼稚園におきましても、

同じような形で給食費の収納という形で行ってございます。 

続きまして、雑入の廃食油売却代でございます。こちらにつきましては、平成２６

年度中に使用した油の廃油の売却益を掲載させていただいているところでございま

す。 

繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。前年度からの繰越金となって

ございます。 

続きまして、１ページおめくりいただきまして、８４、８５ページとなります。 

給食事業費、給食材料費となってございます。こちらにつきましても、開成小学校、

開成南小学校、文命中学校、幼稚園がございますけれども、給食食材のみを購入した

もので、こちらのほうは支出させていただいていますので、その辺をご了解いただけ

ればと思ってございます。 

続きまして、本誌２５８ページをご覧ください。 

平成２６年度開成町給食事業特別会計歳入歳出決算、実質収支に関する調書でござ

います。１、歳入総額８，８１８万２，０００円、２、支出総額８，７９４万６，０

００円、３、歳入歳出差引額２３万６，０００円、４、翌年度へ繰り越すべき財源の

１から３につきましては、いずれも０円でございます。５、実質収支額２３万６，０

００円、６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入金は

０円でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（茅沼隆文） 

決算認定について（給食事業特別会計）の細部説明を終了いたします。 

ここで暫時休憩しましょう。再開を１５時ちょうどといたします。 

午後２時４５分 


